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  交付金を活用することができる経費及びできない経費については、次のとおりです。予算作成及

び事業運営のなかで、「これはどうなの？」という判断に悩む場合は、別途お問い合わせください。 

 

１）交付金対象経費・対象外経費一覧 

 
 
 

項目 対象の可否 例えば・・・ 

（１）報酬 ○ 役員報酬（地域一括交付型-まちづくり協議会のみ） 

 

 

 

 

 

（２）賃金 ○ 事務局長・事務局員の賃金 

（地域一括交付型-まちづくり協議会のみ） 

（３）報償費 ○ 活動謝礼（役務の提供に対する対価） 

外部講師、出演者等の謝礼 

概ね次の基準により見込んでください。 

１回あたりの額（税込） 講 師 

５０，０００円 
大学教授、民間企業最高管理層、著

名民間学者、官公庁部長級以上 

３０，０００円 

大学准教授、民間企業上級管理層、

民間専門研究者、小・中・高校長、

官公庁課長級 

２０，０００円 
大学講師、民間高度技術者、小・中・

高教頭、官公庁課長補佐級 

１０，０００円 
大学助手、民間企業監督者、小・中・

高教諭、官公庁係長級以下 

適当または必要と 

認められる額 

上記基準による額では不適当であ

ると認められる者、またはその額で

は講演等を依頼することが著しく

困難であると認められる者 

交通費・宿泊費は、実勢価格もしくは市の基準（高浜市職員の

旅費に関する条例、高浜市職員の旅費の支給に関する規則）の

安価な方で見込んでください。（詳しくは、ご相談ください。） 

講師への昼食代が必要な場合は、市の基準と同額の「800円」

   交付対象経費・対象外経費 １ 

○：対象経費  △：条件あり  ×：対象外 

【ポイント】 

○役員報酬については、それぞれの地区で検討いただ

き、税を原資とする交付金による報酬として過度な金

額とならないよう留意しましょう。 
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（800円未満の場合は実勢価格）としてください。 

 

専門的技能を有する協力者等への謝礼 

（＊参考：移譲事業「健康体操」講師料 3,000円／回） 

 

 

 

 

 

△ 参加者への配布物 

（バラマキではなく、まちづくり活動の啓発や参画につながる

ものが対象となります。） 

※単価は「１２０円」として見込んでください。 

× 賞金・賞品・記念品の類 

 

 

 

 

 

 

 

項目 対象の可否 例えば・・・ 

（４）旅費 ○ 活動に資する研修会などへの参加交通費 

活動の質を向上させるための調査研究旅費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× メンバー親睦を深めることが目的の旅行 

（５）交際費 ×  慶弔費 

（誤って計上されていることが多いためご注意ください） 

 餞別、中元・歳暮 

 

がんばった後の懇親

会の費用が交付金か

ら出してもらえると

いいんだけどなぁ？ 

ごめんなさい！懇親会費用に交付

金を使うことはできません。 

でも、活動謝礼等をみんなで積み立

てて、それを活用するのはどうでし

ょう？ 

【ポイント】 

○どれくらいをお支払いしたらよいか判断に迷う場合

は、総合政策グループへご相談ください。 

 

 

【ポイント】 

○報告書の提出や発表会・講座の開催など、成果を活

動に還元しましょう。 

○「同一の研修会に多人数で参加する」、「特定の個人

だけが何度も参加する」（個人のスキルアップが目的

で参加する）ことは避けましょう。 

 

成果を 
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項目 対象の可否 例えば・・・ 

（６）需用費 

 

○  コピー用紙など各種事務用品 

 参考書籍・資料の購入 

 講座・教室の材料費（のり、ボンド、テープなど共用する

もの）・道具類 

 

 

 

 

 

 

 

△ 防災（し尿処理剤、ブルーシート、マスク、おむつなど）に

関するものは防災訓練に使用するための必要最低限の購入

のみ可。 

防犯（防犯ベストや誘導灯など）に関するものは、貸与を原

則として買い替えの購入を基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

（７）燃料費 ○ ガソリン、プロパンガス代 

（８）食糧費  

 

 

 

 

○ お茶・飲料代 

（講演会や会議出席者への配布飲料、広く住民が参加する

作業活動（例：清掃活動、植栽活動）・住民交流イベント等

の運営従事者用） 

 

 

 

視察先への手土産（＊参考：市基準 2,000円以内） 

講演会講師への昼食代（＊参考：市基準 800円以内） 

  

【ポイント】 

○お茶の単価は、１本 100円で見込んでください。 

 

【ポイント】 

○個人が持ち帰るような材料費は、参加費を徴収し、一

定の個人負担を求めましょう。 

（例：食材費は個人負担、調理器具は交付金を充当） 

 

【ポイント】 

○本来、自助で整備するような物品については対象外と

します。 

○避難所開設運営のための資機材は市全体で統一して

整備すべきものであるため不可とします。 

≪どうしても整備したい場合は・・・≫ 

☆地域内分権推進事業（移譲事業）で捻出した財源、も

しくは独自で捻出した自主財源で購入しましょう。 
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項目 対象の可否 例えば・・・ 

（８）食糧費  

   （続き） 

 

△ イベント等の運営従事者が食する弁当代 

 

 

 

 

 

 

賄材料・食材費 

（住民相互の交流を深めたり、炊出し訓練のためのもので、

材料を切ったり煮たりするなど、手を必ず加えるものが対

象となります。手を加えないものは対象になりません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 防災備蓄食糧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親睦会経費（歓迎会、忘年会など） 

 

【ポイント】 

○「午前・午後にまたぐイベントにかぎる」、「活動謝礼

との重複は避ける」など、配布回数・個数などについ

て精査しましょう。 

 

【ポイント】 

○実績に基づき、過度にならないようにしてください。 

 ✽材料費の目安（給食費を参考に算出し、消費者物価

指数を加味） 

  １人あたり／１００人分での概算 

カレーライス １６０円 とん汁 １１０円 

焼きそば   １６０円 おしるこ ８０円 

○手をほとんど加えないもの、出来合いのものは対象外 

例）市販品をただ温めて配布するといった場合 

 

【ポイント】 

○防災備蓄食糧については「自助」の考え方に基づき、

災害発生後の１週間をしのぐために、それぞれの家庭

において、１週間分の備蓄を呼びかけています 

○市においても、被害想定に基づいてアルファ米や水を

備蓄しています。 

≪どうしても整備したい場合は・・・≫ 

☆地域内分権推進事業（移譲事業）で捻出した財源、も

しくは独自で捻出した自主財源で購入しましょう。 
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項目 対象の可否 例えば・・・ 

（９）印刷製本費 

 

○ 広報誌・チラシ・ポスターの印刷 

業者発注の印刷物は、その必要性・活用方法を明確にし、見 

積書のコピーを添付してください。（実績がある場合は、実績 

がわかる資料で可） 

配布先などを意識し、印刷枚数を明確にしてください。 

（10）光熱水費 ○ 電気・ガス・水道料金 

（11）修繕費 ○ 所管する備品等の修繕費用 

（12）役務費 ○ 活動保険料 

郵便料金・送料 

電話・インターネットなどの通信代 

（私物の携帯・パソコン等は除く） 

コピー代 

イベント保険料 

（13）使用料及び 

賃借料 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コピー機、印刷機、車両などのリース料 

駐車場代 

施設使用料 

活動で使用するトラック借上料 

イベント機材のリース・レンタル料 

 イベント等で必要な場合、業者から借用する理由を明確にし、 

見積書やカタログのコピー等を添えてください。（実績がある 

場合は、実績額がわかる資料で可） 

 

 

 

 

 

 

 

視察で使用する貸切バス代・有料道路通行料 

 

 

 

 

項目 対象の可否 例えば・・・ 

【ポイント】 

○使用したいと考えている機材を所持している団体は

ないか、相互貸借は可能かどうかを精査しましょう。 

過大な機材の借り上げとならないよう、事業規模に適

正な内容となっているかどうかを精査しましょう。 

 

【ご注意ください】 

○バス等を利用する視察について、市民予算枠事業交

付金で計上できるのは年1回分の視察等で使用する

貸切バス代のみとします。 

○市所有のバスは令和 7年度より廃止となりました。 
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（14）委託料 ○ 印刷機の点検 

イベント舞台・音響設営など、専門性の高い業務 

伐採樹木の処理 

広報紙・チラシ仕分け作業委託 

会計事務委託（ＮＰＯを取得しているまちづくり協議会のみ。た

だし上限額を 30 万円とします。） 

× 組織、運営、企画など、団体の活動そのものの外部委託 

（15）原材料費 ○ 事業実施に必要な木材や金具、塗料などの資材料費 

（16）財産購入費 × 土地・建物など不動産の購入 

（17）工事請負費 △ 新たなハード整備を行う費用は原則対象外とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（18）備品購入費 △ 事業実施に必要不可欠な長期に使用する事務用品（参考：市基

準単価50,000円以上の物品で、３年以上の耐久性があるもの） 

（例えば）パソコン、机、プロジェクター 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 対象の可否 例えば・・・ 

備品等高額なものを 

購入する場合は、複数

の見積もりをとって一

番安いところで購入す

るなど、費用の節約に

も努めましょう！ 

市民予算枠事業交付金とし

て、予算計上する際は、行
．

政に相談
．．．．

してください！ 

【ポイント】 

○整備することが目的ではありません。整備して終わりとならないよう、ソフト活動に

弾みがつくかどうかを踏まえた上で、整備しましょう。 

○ハードを整備すれば、必ず維持管理の経費が発生します。後年度の負担や維持管理の

体制などを十分検討した上で取り組みましょう。 

○単年整備にこだわらず、積立の実施など、中長期的な視点で計画的に取り組みましょ

う。 

○整備してまもなく取り壊しとならないよう、土地・建物などの所有者と十分に調整し

ましょう。 

【ポイント】 

○原則は貸借することとし、購入はその備品がなけれ

ば、事業を進めることが困難な場合にかぎるようにし

ましょう。 

○使用頻度や維持管理経費、保管場所などを考慮し、リ

ースやレンタルの場合と比較検討しましょう。 

○校区内、または、校区同士で相互に活用しましょう。 

○備品目録を作成し、管理ルールを定めましょう。 

○他者への譲渡は、しないようにしましょう。 
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（18）備品購入費 

（続き） 

× 車輛 

防災機材・防犯機材（防犯カメラ等） 

市民予算枠事業交付金（地域一括交付型）での購入は不可

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（19）負担金・補

助及び交付金 

○ 研修会参加費（地域活動に関係ないもの、個人的な能力向上・

資格取得のためのものは除く） 

× 他団体への金銭的支援（負担金・補助金）、下水道事業受益者

負担金 

（20）寄付金 × 他団体等への寄付金、協賛金、募金類 

（21）積立金 ×  

※余った場合は全て精算が必要となります。  

 

２）役員謝礼及び謝礼の金額について 

役員謝礼及び各種講座・教室、講演会の講師等（外部講師、出演者謝礼、専門的技能を有する協力

者等）への謝礼について、どれくらいをお支払いしたらよいか判断に迷う場合は、総合政策グループ

へご相談ください。 

３）委託料及び備品購入費の金額について 

    団体が地域の課題解決のために行う、活動に対する交付金です。委託料及び備品購入費

の金額は交付額の２分の１以内を上限とします。 

４）事業費の流用について(地域一括交付型のみ) 

市民予算枠事業交付金（地域一括交付型）では、申請・交付の手続きを小学校区単位として行うた

め、各団体内だけではなく、まちづくり協議会及びその構成団体間での事業費のやりとり（流用）も

可能です。ただし、事業費の流用にあたっては各団体の規約・取扱いに応じて、役員会等で承認を得

て行うようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

☆防災機材・防犯機材（防犯カメラ等）を整備・購入し

たい場合は、地域内分権推進事業交付金において創

意工夫で捻出した財源や自主事業で得た自主財源で

整備・購入してください。 

（⇒地域内分権推進事業交付金については 55 ページ

参照） 

 

 

まち協 

○○会 ○○会 

交付金 交付金 

各
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交
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か
ら 
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学
校
区
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付
へ 
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○○会 ○○会 



団
体
内
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で
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団
体

間
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！ 


